
令和２年度まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業に係る説明会実施要項 

 
 
 

１ 目 的 

・ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業の実施校へ、取組の内容及び委託契約に

係る事務手続きや学習支援サービスの利用方法及び効果的な活用方法を説明すること

により、事業の充実と円滑な実施に資する。 

 ・ コーディネーターや担当教職員の連携の充実を図る。 

 

２ 主 催 

広島市教育委員会 学校教育部 指導第二課 

 

 

３ 日 時 

令和２年４月１０日（金）１４：５０～１６：４５ 

 

 

４ 対 象 

・ 令和２年度新規実施校コーディネーター及び絆プロジェクト担当教職員 

 ・ 絆プロジェクト継続校のうち参加希望者 

 

 

５ 会 場 

  広島市西区地域福祉センター ３階 大会議室 

（広島市西区福島町二丁目２４番１号  TEL ０８２－２９４－０１０４） 

※ お車でお越しの際は、臨時駐車場をご利用ください。 

 

 

６ 日 程 

  （受 付）  １４：２０～１４：５０ 

  開 会 行 事  １４：５０～１４：５５ 

  概 要 説 明  １４：５５～１５：０５ 

  会計関係書類の説明  １５：０５～１５：３５ 

  学習支援システムの説明  １５：３５～１６：００ 

事務手続きの説明  １６：００～１６：４５ 

 

 

 

第３章 参考資料 広島市 
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令和２年度「『親の力』をまなびあう学習プログラム」講座実施要項 
 
 
                                                           
１ 趣旨 
  家庭教育の充実に向けて，親子関係や家族関係などをより豊かなものにしていくきっかけづく

りのために，広島県教育委員会が開発した「『親の力』をまなびあう学習プログラム」（以下「学

習プログラム」という。）を活用した講座を，呉市からファシリテーター（講師）を派遣して実

施します。                                                   
 
２ 主催 
  呉市 
 
３ 内容 
(1) 学習プログラムを活用した参加型学習講座を実施します。 

   ① 学習プログラム（４１の教材メニュー）の中から選択できます。 

   ② その他，申込団体の実情に合わせたオリジナルプログラムも選択できます。この場合はフ

ァシリテーターとの打ち合わせが必要ですので，その旨を申込書に記入してください。 

(2) 所要時間は，１講座当たり，概ね１２０分で行います。            

(3) １講座あたりの参加人数は，１２人以上５０人程度を目安とします。 
 
４ 講座を実施する期間及び実施団体数 

実施期間：令和２年６月～令和３年１月（予定） 

実施団体数：先着１２団体 
 
５ 講座を実施する対象団体 
  呉市内の学校，幼稚園，保育所，社会教育関係団体，家庭教育関係団体，市民公益活動団体等 
 
６ 講座の申込                                                     
    申込書（別紙１）を，開催希望日の概ね２ヶ月前までに，文化振興課へ提出してください。 
 
７ 講座の決定等 

日程及び派遣する講師の調整を行い，決定通知書（別紙２）を交付します。また，御希望の日

程等において，講師の調整がつかない場合がございますので，御了承ください。 
      
８ 派遣する講師 
  呉市が指定する県教委実施のファシリテーター養成講座の修了者を派遣します。 
 
９ 費用 
  無料です。 
 
10 その他 
(1) 参加者への広報，会場確保・設営等をお願いします。 

(2) 講座の実施にあたり，物品等の準備が必要な場合は手配をお願いします。 

(3) 使用する教材（ワークシート）は，広島県立生涯学習センターのホームページ（ぱれっとひ

ろしま→家庭教育支援→「親の力」をまなびあう学習プログラム）からダウンロードして，あ

らかじめ準備しておいてください。

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/center/kateikyouiku-oyapuro.html） 

(4)新型コロナウィルスの感染防止対策にご協力をお願いします。 

 
11 連絡先 

呉市文化振興課 社会教育グループ 

電話０８２３－２５－３４６１ 

FAX ０８２３－２４－９８０７ 

呉市 
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（別紙）

実施日 実施団体 対象者 参加人数 教材番号

1 ６月９日 （日） 呉市立川尻小学校 保護者 69 18

2 ７月３日 （水） 呉市教育会 会員 13 1

3 ７月１０日 （水） 呉市ＰＴＡ連合会 保護者・教職員 132 21

4 ７月１７日 （水） 呉市教頭会 呉市立小中高教頭 53 オリジナル

5 １０月１１日 （金） 呉市立豊浜中学校 生徒 8 オリジナル

6 １０月３０日 （水） 呉市立音戸小学校
保護者・地域の

人
40 18

7 １１月２１日 （木） 呉市立和庄中学校 保護者・教職員 32 21

8 １１月３０日 （土） 呉市障害福祉課 保護者・職員 17

9 １２月１７日 （火） 呉市立豊浜中学校 生徒 8

10 １月９日 （木） 呉市立豊浜中学校 生徒 28

11 １月２２日 （水） 呉市立片山中学校 生徒 58

12 １月２３日 （木） 広島県立昭和高校 生徒 76 オリジナル

13 ２月２日 （日） 呉市立明徳小学校 児童・保護者 32 17

14 ２月３日 （月） 呉市立豊小学校 児童・保護者 21

15 ２月５日 （水） 呉市障害福祉課 保護者・職員 18

実施日 実施団体 対象者 参加人数 教材番号

1 ５月１２日 （土） 広島県立呉商業高等学校 保護者・教職員 ２９人 26番

2 ９月７日 （金） 呉市立坪内小学校 保護者・教職員 ２１人 １６番

3 ９月１０日 （月） 呉市立倉橋小・中学校 保護者・教職員 １６人 ２７番

4 ９月１０日 （月） 呉市立倉橋小・中学校 保護者・教職員 １６人 18番

5 １１月５日 （月） 呉市立和庄中学校 保護者・教職員 ３６人 ２６番

6 １月２４日 （木） 広島県立呉昭和高等学校（１－１） 生徒 ２９人 31番

令和元年度「『親の力』をまなびあう学習プログラム」講座　実施一覧

平成30年度「『親の力』をまなびあう学習プログラム」講座　実施一覧
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（別紙）

7 １月２４日 （木） 広島県立呉昭和高等学校（１－２） 生徒 ２９人 31番

8 2月1日 （金） 呉市立片山中学校 生徒 ５７人 オリジナル

9 2月3日 （日） 呉市立明徳小学校 保護者・生徒 ３８人 １８番

10 3月20日 （水） 呉市障害福祉課 保護者 15人 オリジナル
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令和元年度の実施状況 

令和元年６月９日（日） 呉市立川尻小学校 保護者 

  

 

令和元年７月３日（水） 呉市教育会 会員 

  

 

令和元年７月１０日（水） 呉市 PTA連合会 保護者・教職員 
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令和元年７月１７日（水） 呉市教頭会 呉市立小中高教頭 

  

 

令和元年１０月１１日（金） 呉市立豊浜中学校 生徒 

  
 

令和元年１０月３０日（水） 呉市立音戸小学校 保護者・地域の人 
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令和元年１１月２１日（木） 呉市立和庄中学校 保護者・教職員 

  

 

令和元年１１月３０日（土） 呉市障害福祉課 保護者・職員 

  

 

令和元年１２月１７日（火） 呉市立豊浜中学校 生徒 
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令和２年１月９日（木） 呉市立豊浜中学校 生徒 

  

 

令和２年１月２２日（水） 呉市立片山中学校 生徒 

  

 

令和２年１月２３日（木） 広島県立昭和高校 生徒 
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令和２年２月２日（日） 呉市立明徳小学校 児童・保護者 
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令和 2 年度地域教育支援活動促進事業実施計画書 

 

1.事業趣旨及び目的   別添要項のとおり 

2.事業内容       別添要項のとおり 

3.事業期間       令和 2 年（2020 年）4 月 1 日から 

令和 3 年（2021 年）3 月 31 日まで 

4.補助対象       各学校の地域教育推進委員会(以下「推進委員会」という。) 

5.補助額及び対象経費 

 本年度予算 300,000 円（開始年度から 3 年間:1 小学校あたり 100,000 円以内） 

別添要項のとおり 

6.実施方針 

平成 30 年度から開始した重井小学校及び栗原北小学校の事業を継続する。また、未実

施校に事業説明を行い、新規の推進委員会の設置について検討する。 

 

7.補助対象校 

(1)継続校 

  重井小学校・栗原北小学校 

  平成 30 年度から実施 

(2) 新規校 

    因島南小学校  

        

 ※主に行うこと 

 【教育委員会】 

  ○学校長への事業説明  ○補助金決定  ○補助金交付  ○推進委員会の支援 

  ○ボランティアのリストの作成 

【推進委員会】 

○推進委員及びコーディネーター選定  ○推進委員会の設置 

  ○ボランティアの募集 

  ○事業計画  ○補助金申請  ○事業実施  ○事業報告 

※参考：過去の補助対象校 

 平成 20 年度 久保小学校 

 平成 21 年度 久保小学校・山波小学校・久保中学校 

 平成 22 年度 久保小学校・山波小学校・久保中学校 

 （注：平成 20 年度から平成 22 年度まで国の委託事業「学校支援地域本部事業」として実施） 

平成 23 年度 御調西小学校・瀬戸田小学校・向東小学校 

 平成 24 年度 御調西小学校・瀬戸田小学校・向東小学校・吉和小学校・土生小学校 

 平成 25 年度 御調西小学校・瀬戸田小学校・向東小学校・吉和小学校・土生小学校 

 平成 26 年度 吉和小学校・土生小学校・向島中央小学校 

 平成 27 年度 向島中央小学校・栗原小学校・高須小学校 

 平成 28 年度 向島中央小学校・栗原小学校・高須小学校 

 平成 29 年度 栗原小学校・高須小学校・浦崎小学校 

 平成 30 年度 浦崎小学校・重井小学校・栗原北小学校 

 令和 元 年度 浦崎小学校・重井小学校・栗原北小学校 

尾道市 
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令和 2 年度地域教育支援活動促進事業実施要項 
 

1．趣旨及び目的 

地域の教育力及び家庭の教育力向上を図るため、地域全体で主体的に子どもの教育を支援する体

制を構築し、学校支援ボランティアによる学校支援及び講座等の開催による家庭教育支援活動等を

行うことを目的とする。 
 

2．事業内容  

教育委員会と地域は、次の内容を実施するものとする。 

【地域】  

(1)地域教育支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置 

   ①推進委員会は、小学校区または中学校区単位で設置し、主な関係団体の役員で構成する。 

    （例：社会福祉協議会・町内会・民生委員児童委員・ＰＴＡ関係者・学校関係者代表等） 

②推進委員会は、地域コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の選任、

学校支援活動の計画立案・事業の広報・事業の評価等を行う。 

(2)コーディネーターの配置 

①学校支援ボランティア活動（以下「ボランティア活動」という。）を実施するにあた

り、学校とボランティア間を調整するコーディネーターを配置する。 

②コーディネーターは、学校の要望に応じ、学校とボランティア間の調整、ボランティ

ア活動への参加の呼びかけ等を行う。 

(3)ボランティア活動の実施 

ボランティアは、学習支援、クラブ活動、環境整備、登下校安全確保、学校行事の開催

等の支援活動等、学校の要望に応じた活動を行う。 

(4)家庭教育講座等の実施 

   推進委員会は、地域の保護者や住民を対象とした家庭教育講座を行う。 

【教育委員会】  

(1)情報収集・提供 

①市内の小中学校に実施校の事業成果を周知する。 

②ボランティア活動の内容及び活動事例を情報提供する。 

③先進地等他市の活動事例について情報提供を行う。 

(2)各種資料等の作成 

①推進委員会設立にあたり、必要な支援を行う。 

②ボランティア募集後、名簿を作成し、学校及びコーディネーターへ提供する。 

(3)ボランティアの養成 

   コーディネーター及びボランティアの資質向上のため養成講座を実施する。 

(4)家庭教育講座に対する支援 

    推進委員会が実施する家庭教育講座について、講師の紹介等必要な支援を行う。 
 

3．事業費の補助 

「尾道市地域教育支援活動促進事業補助金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）に基づき、

新規開設の委員会に対し、事業開始年度から３年間、年額１００，０００円以内を助成する。

ただし、受付順で３地域までとする。 
 

4．補助対象経費 

補助対象経費は、学校支援事業及び家庭教育講座に係る次の経費とする。 

(1)コーディネーター活動経費 

①報償費 ②コーディネーター活動謝金 ③旅費 ④研修旅費 ⑤その他教育委員会が

必要と認める経費 

(2)推進委員会経費 

①消耗品費 ②印刷製本費 ③通信運搬費（広報紙等送付・会議連絡用切手代等） 

④食糧費（会議用お茶代等）⑤その他教育委員会が必要と認める経費 

 (3)ボランティア経費 

①消耗品費 ②その他教育委員会が必要と認める経費 

(4)家庭教育講座に関する経費 

①講師旅費 ②講師謝金 ③その他教育委員会が必要と認める経費 
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(※学校支援ボランティアの例) 

【学習支援】       授業での担当教員の補助、放課後の自主学習支援、 

【クラブ活動】      クラブ活動の指導・指導者支援 

【環境整備】       校内環境の整備、図書整理・貸し出し 

【登下校安全確保】 登下校中での通学路の安全確保 

【学校行事の開催等】学校・地域等が連携して行う学校行事の手伝い 

【その他】          パソコン指導、校外指導  など 

（仮称）地域教育支援推進委員会 
構成：社会福祉協議会代表・学校関係者・PTA 関係者・民生委

員児童委員代表・町内会代表・交通安全関係者等 

役割：学校支援活動の企画立案、事業の広報・啓発、家庭教育

講座や相談会等の企画運営等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校支援ボランティア募集の流れ 

 

 

 

 

学校支援活動までの流れ 

 

 

                 

地域教育支援活動促進事業 

 事業目的 地域全体で学校を支援するため、学校・地域・家庭の連携体制の構築を図る。 

     加えて家庭の教育力向上に向けた支援を実施することにより、地域全体の教育力の向上を図る。 

学 校 活 動（小学校） 

 

市 
・ 人材バンクの作成、整理・事業評価 

・ 地域コーディネーター、学校支援ボランティアの養成 

・ 学校への普及活動 など 

選
任 

実
施
計
画 

動
員
計
画 

学校支援ボランティア 

     ④人材バンク作成･提供                 ①ボランティア募集 

 

       ③登録申込書提出                 ②ボランティア登録 

教育委員会 
 

地域教育支援推進委員会 

（仮称） 
 

地域住民 

子どもと向き合う時間の拡充 家庭・地域教育力の活性化 社会教育で学んだ成果を生かす場 

 

 

 

①地域と学校の情報連絡 

②学校支援ボランティアへの依頼及び連絡調整 

③人材バンクの活用 等 

 

コーディネーター 

        ①依頼                     ②調整・依頼 

 

                 

③学校支援活動         

学校 
地域教育支援推進委員会 

（仮称） 

 

（地域コーディネーター） 

登録者 

学
校
支
援 

協
力
依
頼 

実
施
計
画
・
完
了
報
告 

 

指
導
・
助
言
・
補
助
（
新
規
の
み
） 

調 

整 
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○○小学校区は，尾道市教育委員会から，地域教育支援活動事業の指定を受けることになりま

した。地域ぐるみで子どもを育てるモデルケースとして継続・発展させるため，このたび改めて，

登録システムによる学校支援ボランティアを募集します。 

学校の授業のお手伝いをする学習支援，学校の環境整備支援，学校安全支援，学校行事支援な

どにご協力くださる方のお力をお貸しください。 

現在，学校支援を行ってくださっている方も，学校支援ボランティアの登録をお願いします。 

 

      ○○小学校地域教育支援推進委員会会長  

○○小学校地域教育支援ボランティア申込み用紙 
申込用紙 提出先  ○○小学校    〔締切 月  日〕 

ふりがな  

年 齢    歳 
氏  名 （ 男・女 ） 

住  所 
〒 

尾道市 

連 絡 先 
自宅電話： （      ）    － 

携帯電話： （      ）    － 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
分
野 

 
 
 
 
 
 

 

※
希
望
の
分
野
の
□
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

番
号
に
丸
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。 

□A：学習（授業）指導支援    

1.国語 2.算数 3.理科 4.社会 5.英語  6.体育・保健  7.音楽 8.図画工作 

9-1.家庭  9-2.技術 10.総合学習 11.道徳 12.生活 13.パソコン 

14.その他〔           〕 

□B:：学習（授業外）指導支援 

1.読み聞かせ 2.保健指導 3.委員会活動 4.児童・生徒会指導 5.清掃指導 

6.給食指導 7.環境教育 8.国際理解教育 9.平和教育 10.情報(パソコン)教育 

11.学習指導(休み時間) 12.学習指導(放課後) 13.ボランティア活動  

14.歌唱・演奏指導 15.体力つくり活動 16.遊び指導 17.学習指導 18.進路指導 

19.その他〔           〕 

□C：部活動指導支援 

1.スポーツ系〔           〕 2.文化系〔           〕 

□D：環境整備支援 

1.施設・備品の補修・清掃 2.花壇整備・植木剪定等 3.学校図書の環境整備  

4.その他〔       〕 

□E：学校安全支援 

1.登下校安全指導 2.校内パトロール 3. その他〔       〕 

□F：学校行事支援 

   1.運動会 2.音楽発表会 3.遠足・宿泊行事 4.社会見学 5.マラソン大会 

    6.健康診断 7.儀式行事 8.教育研究会 9.PTA活動 10.その他〔       〕 

□G：その他〔                             〕 

※問い合わせは，○○小学校（tel：      ） 

地域の皆様へ 

○○小学校からのお願い 

学校支援ボランティアを 

募集します！ 

子どもたちのために，地域の皆様のお力をお貸しくださいませんか？ 

様式第 1号 
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様式第２号 

 

 

（登録証番号） 

登録№        

 

学校支援ボランティアバンク登録証  
 氏    名                  
活 動 区 域                    学校 

登 録 分 野                    

 

 

上記の者は、学校支援ボランティアバンクの登録者である 

ことを証します。 

令和  年  月  日 

○○学校地域教育支援推進委員会 

Ａ６判 

 

 

 

学校支援ボランティアバンク登録者としての留意事項 
 

１ 学校支援ボランティアとして活動するときは、本登録証を 

必ず携帯してください。 

２ 登録期間は、本人からの取り消しの申し出があるまでとし 

 ます。 

３ 登録事項に変更が生じた場合は、速やかに○○学校地域教育

支援推進委員会へ連絡してください。 

   

〔変更事項〕                                           

                                                       

                                                       

Ａ６判 
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向東地区家庭教育支援チーム“親ぢから”設置及び活動要綱 

 

（設置） 

第１条 向東地区に、家庭教育支援チームを設置する。 

 

 （名称及び所在地） 

第２条 名称は｢向東地区家庭教育支援チーム“親ぢから”｣（以下｢支援チーム｣という。）

とし、位置は次のとおりとする。 

 位置 尾道市向東町１１８４１番地１５ 

 

（目的） 

第３条 支援チームは、情報や学習機会の提供，相談体制の充実をはじめとするきめ細

かな家庭教育支援を行い、地域全体で家庭教育の向上をはかることを目的とする。 

 

（組織） 

弟４条 支援チームは、地区の役員、民生委員児童委員、学識経験者、家庭教育の知識

を有する者、ＰＴＡ、子育ての経験者、子育てを支援する者等の中から、３名以上の

チーム員をもって組織する。 

 

（事業内容等） 

第５条 活動の内容は次に掲げるものとし、内容については生涯学習課と連携する。 

 (1) 家庭教育に関する情報の収集提供 

(2) 家庭教育講座の提供およびコーディネート 

 (3) 必要に応じて相談対応等の実施 

 

 （守秘義務） 

第６条 家庭教育支援事業の活動中に知り得た個人の秘密は、外部に漏らさない。 

 

（任期） 

第７条 支援チーム員の任期は、４月１日から同年度３月３１日までとする。 

 

（事務） 

第８条 家庭教育支援活動を行った場合は、日時、場所、出席者、内容等を明記した活 

 動記録簿を備える。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、家庭教育支援チームの運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

   

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

48



おのみち市民大学 ボランティア研修 開催要項 
 

１ 趣旨・目的 

    放課後子ども教室、放課後児童クラブ、教育ボランティアの指導員等に対して、研修を行います。 

子どもにいじめ・虐待・性暴力や犯罪など危険な目にあわないで、安心・安全な環境で成長していくた

めには、学校・家庭・地域の三者が一体となって、環境を整えていく必要があります。子どもたちを守る

ために大人は何ができるのか。参加者同士ワイワイ話合いながら、CAP プログラムをとおして考え、子

どもの人権を尊重した支援の方法を学びます。 

 

２ 主催  尾道市教育委員会 

  

３ 開催日・日時 

令和元年９月１３日（金）１０:００～１１:３０ 

  

 ４ 場 所 

尾道市民センターむかいしま大会議室 

  

５ 講 師   

 CAP おのみち （3 名） 

   

  ６ 謝 礼   

   １５，０００円 

      

７ 演 題（内容） 

「子どもを守る知識とスキルを学びあおう ~子どもの安心・安全のためにできること~」  

 

  

８ 日 程 

９:３０ １０：００        １１：２５   １１:３０ 

受付・ 

開場 
【講座】 【質疑応答】 

 

 

 

                

    ９：３０～１０：００ 受付・会場 

   １０：００～１１：２５ 講座 

   １１：２５～１１：３０ 質疑応答    

  

９ 参加費  無料 

 

１０ 対象者 

   ボランティア活動に興味がある人、放課後子ども教室指導員、放課後児童クラブ指導員、教育ボランテ

ィア、学校支援ボランティア  等  

 

１１ 定 員   １００名 

 

１２ 申込み等  電話・ファックス・メール等にて申込み。 

 

１３ 広報  

広報おのみち８月号、各新聞社に掲載依頼する。各種団体及び構成員に周知する。 

 

１４ 申込・問合先   

尾道市教育委員会 生涯学習課（担当：岩石） 

    〒722－8501 尾道市久保一丁目１５－１ 教育会館３階  

    ℡(０８４８)２０－８３２４ FAX(０８４８)３７－０２３３ 

    E-mail：shogai＠city.onomichi.hiroshima.jp 
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講演（研修）会実施報告書 

次のとおり報告します。 

日 時 令和元年 9 月 13 日（金） １0：0０ ～ １1：3０ 

場 所 尾道市民センターむかいしま 大研修室 

事業名 令和元年度おのみち市民大学講座 ボランティア研修 

タイトル 
CAP 講座「子供を守る知識とスキルを学びあおう ～子どもの安心・安全のた

めにできること～ 」 

講師名 

（肩書） 
CAP おのみち 講師謝金 15,000 円 

参加者数 20 人 担当職員名 岩石、浅野 

当日の状況（概要） 

参加者は放課後子ども教室指導員、放課後児童クラブ指導員が主であった。 

講師は、子どもへの暴力、大人ができる対策、子どもが持つ権利、被害から逃れる方法について、参

加者による話し合いに重きを置き、事例のロールプレイを交えて説明を行った。 

当日の会場内の画像は次のとおり。 

担当職員所見（成果及び課題） 

（成果） 

 今回のボランティア研修会では、CAP おのみちによる「子どもの安全な環境づくり」についての講

座を行った。子どもに対する虐待問題は社会的に注目が集まっており、子どもの指導・支援を行ってい

る参加者達には、特に注目していて欲しいテーマである。子どもへの暴力について、具体的で緊張感の

あるロールプレイを行うことにより、参加者はこの問題を身近に感じ、真剣に考えている様子であった。

CAP おのみちが推奨する「特別な叫び声」では、高い声であげる悲鳴ではなく、低い声で「おー」と

大きな声を出すことで自らの緊張を解き、逃げる力を引き出すものであるとの紹介があった。私自身、

特別な叫び声を参加者と一緒に試してみたところ、まだ認知率は低いであろうが、インパクトがあって

加害者も驚くし、なにより逃げるための力が出るという点が良いなと感じた。 

 子供たちに向けての出張講座を行ってもらえれば、大いに役立つのではないかと感じた。 

（課題） 

 今回の研修会では、参加者が 20 人とボランティア活動者数から考えると少なかった。 

 チラシや広報の記事では実施内容が分かりづらく、興味を引けなかったのかもしれない。次回からは、

題名やチラシに具体的な内容を載せられればいいと思った。 

 講座内容についても、対象者向けとなるように打ち合わせを行い、より効果的な研修となるように作

り上げる必要があると感じた。 
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東北大学大学院教育学研究科後期博士課程修了。博士（教育学）。 
専門は社会教育学・地域づくり・市民協働。人材育成を軸とした地域コミュニティ再生や市民
協働システムの構築に実践的にアプローチ。市町村自治体を中心に関連する政策アドバイザー
を務め，行政職員研修や市民向け学習会を全国各地で重ねる。現在、総務省地域力創造アドバ
イザー、群馬県社会教育委員会議議長等を務める。 
福山市では，2018年度持続可能な地域コミュニティのあり方に関する有識者会議に委員として
参画。2019年度から福山市持続可能な地域コミュニティ形成に関する政策アドバイザーに就任
し「地域づくり塾」や「モデル事業」など地域づくりのための支援や職員研修に携わっている。 
 

 高齢化，人口減少時代に向かう中で地域課題は多様化しており，解決へ

向けては地域コミュニティの拠点となる公民館等の社会教育施設の役割は

大きなものです。この研修では「事業」「住民参加」「地域づくり」の３つ

のキーワードをもとに，公民館職員としての専門性を高めます。 

３０人程度 
・公民館長，交流館長，公民館主事，交流館主事，生涯学習センター職員 

・「地域づくり」の取組に熱意があり３回とも研修に出席できる人 

締切：８月７日（金） 
・参加には受講申込書の提出が必要となります。 

・受講希望の際は所管の生涯学習センターに連絡してください。 

社会教育の目的とは何か。どのような講座が求められているのか。各館の事業の振り返りを

しながら事業を企画する際の視点を考えます。 

住民ニーズとはなにか。地域や住民の力量を高める方法は何か。社会教育の基本理念である

住民参加について学びます。 

公民館はなぜ地域づくりの拠点と言えるのか。この基本を確認しつつ，これからの地域づく

りと向き合う公民館の役割をえがいていきます。 

【問合せ】 人権・生涯学習課 TEL:084-928-1006 担当：内海，畠山，小笠原 

日時：8 月25 日（火）13:30～16:30 場所：市民参画センター 

日時：9 月15 日（火）13:30～16:30 場所：市民参画センター 

日時：10 月13 日（火）13:30～16:30 場所：市民参画センター 
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TEL:084-928-1006
Administrator
テキストボックス

Administrator
鉛筆

Administrator
取り消し線

Administrator
テキストボックス
福山市



 

府中市地域未来塾事業実施要領 

 

１ 趣旨 

  少子高齢化の進展、人口減少が進む地域において、学級規模の小規模化などに

よる教育上の課題や、学校統廃合の進行による学校と地域の関係の希薄化などの

課題が生じている。 

  これらの課題に対して、地域人材による学校の教育活動の支援によりその緩和

を図るとともに、学校や地域の教育環境の魅力の向上を図り、地域全体で地域の

将来を担う子どもたちを育成することを通して、地域創生の実現を目指す。 

 

２ 実施主体 

  この事業の実施主体は、府中市教育委員会とし、事業の一部を次の団体（以

下「委託団体」という。）に委託して行うものとする。 

 （１）進学コース 広島県立上下高等学校２００年の会 

 （２）地域魅力づくりコース 上下まちづくり協議会 

 

３ 対象者 

   （１）進学コース 上下高等学校在学生  

（２）地域魅力づくりコース 小学生、中学生、高校生等、地域の子ども全般

を対象とする。 

 

４ 事業内容 

  学力の定着と向上及び教育環境の充実を図り、地域の魅力づくりに貢献するた

めの事業「天領あやめ塾」の運営を主なものとする。 

 

５ 経費 

  事業の実施に必要となる経費は、次に掲げる経費とする。 

   （１）謝金（講師及び支援員等） 

   （２）教材費 

   （３）運営に要する経費 

   （４）前各号に掲げるもののほか、教育長が必要であると認める経費 

 

６ 受講者の募集 

  委託団体は募集案内を作成し、募集する。申込書は委託団体で受け付け、委託

団体において参加者名簿及び緊急連絡先を整理し登録・保管する。 

 

府中市 
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７ 受講料等の徴収 

  受講にあたっては、次のとおり受講者から受講料を徴収する。 

   （１）進学コース 

     年額９，０００円 

   （２）地域魅力づくりコース 

      事業内容により受講料を決定する。 

 

８ 安全管理 

   委託団体は受講者の状況を確認し、安全管理に努め、怪我や体調不良の受講者

が発生した場合等は、速やかに関係者との連絡調整を図る。また、教育委員会等

関係機関と迅速に連携を取れる体制を整備しておく。 

 

   附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

53



 

                                                                     

 

 

  

 

  

小
しょう
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から高校生
こうこうせ い

と、一般
いっぱん

の皆
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さまを対象
たいしょう

に、上下の 

まちづくり講座
こ う ざ

を７月１８日(土)に開催
かいさい

します。 

まちづくりに興味
きょうみ

のある人
ひと

は、だれでも参加
さ ん か

できます. 

上下
じ ょ う げ

のまちなみガイドさんとぜひ、一緒
い っ し ょ

に歩
あ る

きましょう。 
 

        第 1 回
だ い   か い

 「まちづくり講座
こ う ざ

」 
 

      
日
に ち

 時
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   令和
れ い わ

２年７月１８日（土）  

1０：０0～11：30 
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しゅう
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ま ち や
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） 
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ガイド
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協会
き ょ う か い
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さん 

◎府中市
ふ ち ゅ う し

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

の平谷
ひ ら た に

教育
きょういく

長
ちょう

さんも 

参加されます！ 
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しょう
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･
・
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） 
 

申込み
も う し こ     

  ７月１５日(金)までに、上下
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歴史
れ き し

文化
ぶ ん か

資料館
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   申
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んでください。 
 

でんわ 62-3999 
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  府中市
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委員会
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 上下まちづくり協議会
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上下
じ ょ う げ

の白壁
し ら か べ

の町なみ
ま ち     

探検
た ん け ん

！ 

｢地域
ち い き

魅力
み り ょ く

づくりコース｣開催
か い さ い

！ 

上下まちづくり協議会 

天領
て ん り ょ う

あやめ塾
じ ゅ く
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天領あやめ塾 

地域魅力づくりコース 第 2回 

 

 

 
 

 

 

 上下まちづくり協議会では、地域の子どもと大人が、共に上下の魅力や

課題を発見しながら、地域の魅力を高めていく事業「天領あやめ塾・地域

魅力づくりコース」を行っています。 

第 2回は『フィールドワーク 翁座編』です。 

95年前芝居小屋として生まれた翁座。 

「建物」としての翁座にスポットをあて、時代ごとに姿を

変えながら現在に至る足跡をたどります。 

この先、どんな翁座になるのかな。未来を思い描いてみ

よう！！ 

 

 

日 時  令和 2年 9月 26日（土） 

        10：00～11：30 

集 合  「翁座」 

※8月 17日に登録文化財になりました 

講 師  一級建築士 熱田 愼治さん 

歴史的建造物の活用に関する専門知識を持ち、 
市の委託を受けて翁座の調査をしている専門家です 

対 象  小学校高学年・中学生・高校生・大人 

参加費  高校生以下 無料 

        大人は 500円（資料代・入館料など） 

申込み  令和 2年 9月 18日（金）までに資料館へご連絡ください 

問合せ  上下歴史文化資料館 📞62-3999 

フィールドワーク  翁座編

＊新型コロナ感染防止の観点から中止になる場合もあります 

主 催  府中市教育委員会 上下まちづくり協議会 
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天領あやめ塾 

地域魅力づくりコース 第 3回 

 

 

 
 

 

 

 上下まちづくり協議会では、地域の子どもと大人が、共に上下の魅力や

課題を発見しながら、地域の魅力を高めていく事業「天領あやめ塾・地域

魅力づくりコース」を行っています。 

第 3回は『フィールドワーク 町並み編』です。 

奈良女子大学の藤田盟児教授と、国の登録有形文化財

「翁座」、「片野製パン所」、「旧上下警察署庁舎(上下町

商工会館)」、「上下キリスト教会」などを探索しながら、

上下の町並みの保存や活用について考えていきましょ

う。 

 

日 時  令和 2年 10月 31日（土） 

        10：00～12：00 

集 合  翁 座 

講 師  奈良女子大学教授 藤田 盟児先生    

 

対 象  小学校高学年・中学生・高校生・一般 

参加費  高校生以下 無料 

        大人は 500円（資料代・入館料など） 

申込み  令和 2年 10月 27日（火）までに資料館へご連絡ください 

問合せ  上下歴史文化資料館 📞62-3999 

 

フィールドワーク  町並み編

＊新型コロナ感染防止の観点から中止になる場合もあります 

主 催  府中市教育委員会 上下まちづくり協議会 

工学博士。専門は都市建築史・建築芸術分野。 
全国各地の歴史的建築物・町並みの調査、保存整備に数多く携わって
いる。府中市グランドデザイン策定協議会委員、旧芦品郡役所庁舎移
築活用検討委員会委員として、府中市に関わっていただいている。 
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開催日：令和元年９月 14 日（土）10：00～15：30 

会 場：庄原市田園文化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度、家庭教育支援チームの皆さんと内容を検討し、準備してきた「図書館まつり」を開催し、 

多くの方にご来場いただき、賑やかに終えることができました。この日の来場館者は、645 人！新県美  

展も開催期間中であったことから、相乗効果があったと思っています。 

前日準備から当日スタッフとしてご参加いただいた皆さんはもちろん、チーム会議でアイデアを出

してくださった方もありがとうございました。 

  

  前日 14 時から会場準備を行いました。「倉田百三文学館」を「講演会場」にするため展示品を運び

出し、客席用のイスを２階から持って下り、他のコーナー配置･･･と肉体労働の後、当日来館者に配布

する記念品の袋詰めや講演中のワークショップ用紙を準備と、今度は細かい作業。集中して作業いた

だいたお陰で、当日来場者を迎える準備は万端です！ 

 

  ドキドキで迎えた当日。「たくさん来てくださるかな･･･。」「楽しんでいただけるかな･･･。」前回、

開会時刻を遅らせることになってしまったのを思い出していましたが、不安をよそに、開会前から会

田園文化センター開館 30 周年記念図書館まつりを 

開催しました！ 

庄原市田園文化センター開館３０周年記念 図書館まつり 
 

10：00 ○開会        

10：05 ○スライド＆トーク 

     写真絵本作家 小寺卓矢さん 

 

 

13：00 ○おはなし会 

      子供司書① 

おはなしのいずみ 

子供司書②     

15：30 閉会  

10：00～ 

●お抹茶体験会（体験料 100 円） 

●ハンドメイドコーナー（しおりづくり） 

●図書館ウォークラリー 

クイズに答えて図書館制覇！！ 

13：00～ 

●古本市  
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場は満員になり、客席を追加するほど、大勢の方が来場して

くださいました。安心したもの束の間、「席が足りないけど、

ごめんなさい。」「ワークショップ用紙が足りないかもしれ

ないので、追加で作らなくちゃ」とバタバタでした。 

  

講演会は、北海道から来てくださった写真家で、写真絵本作

家の小寺卓矢さんによる「スライド＆トーク」。アンケートで

もたいへん好評で、「心が癒された」小寺さんのやさしい人柄

に「また来ていただきたい」という声もありました。ワーク

ショップでは、ミニ絵本を全員に配布し、作ってもらいまし

た。「写真 小寺卓矢 文 ○○○○」。小寺さんの写真を見

て感じた言葉や文章をそれぞれに書き入れます。絵本なんて

作ったことないという人が多い中、楽しんで参加していただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

【クラフトコーナー】  

こちらも朝から大盛況！「これを作りに来

た」というご家族もおられました。 

準備していた台紙だけでなく、ラミネート

フィルムに直接飾り付けをするなど、独創的

な発想で、思い思いに楽しく作業をしてくれ

たようです。 

【お抹茶体験コーナー】 

  今回は、限定 40 名でしたが、お昼には

残り 15 人分と大好評でした。新県美展

に来られた方も寄ってくださったよう

です。子供とお母さん、孫とおばあちゃ

んが席に着き、お抹茶を飲まれていまし

た。今回も和服でおもてなし。各テーブ

ルにも、それぞれ異なる花台に野の花を飾るなど、長机にパイプイスとは思えない雰囲気作りをして

いただき、美味しいお茶をいただく空間となっていました。 
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【古本市】 

 初の試みなる図書館での除籍本の古本市を行いました。 

 除籍本を段ボール箱やカートに並べ、来場された方が気に入

った書籍を持って帰ります。懐かしい雑誌や自分では買わなか

ったジャンルの本との出会いの場です。選んだ本を袋に詰めた

り、段ボール箱に入れてもって帰られる方もおられました。 

 

【おはなし会】 

 午後からは、おはなしのいずみと、子供司書のコ

ラボによる「おはなし会」を行いました。 

 「子供司書」は、「空」と「秋」をテーマに、絵

本を選書してくれました。多くの人の前で、緊張し

ながらも、分りやすく絵本を読んでいる姿は、とて

も頼もしく見えました。これからも、読書の楽しさをみなさんに伝え

てください。 

 「おはなしのいずみ」の９月のテーマは「おばけ」です。 

『おばけなんてないさ』『こぞうさんとおばけ』『とうふこぞう』の

読み聞かせ、『こそだてゆうれい』の語りや『ネコとクラリネットふき』

では、クラリネットとピアノの演奏が加わり、楽しい一時を過ごしま

した。 

【館内ウォークラリー】 

田園文化センターには、図書館だけではなく、倉田

百三文学館、歴史民俗資料館などがあります。館内の

いろいろな場所に隠されている『秘密の暗号』を探し

ながら回って行くと、「さいきんよんだほんは？」と質

問が出てきます。 

参加者は、その答えを「ブックツリー」に貼り、参

加賞の記念バッチと鉛筆を受け取っていました。 

 

この日、田園文化センター来場者は 645 人でした。 

来場された皆さんには、記念品として貸出図書を入れられ

る特製エコバックをプレゼントしました。 

スライド＆トークで参加者の皆さんに

作っていただいたミニ絵本は、10 月末ま

で田園文化センターに展示していますの

で、ぜひ見に来てください。 

参加賞 
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詳しくは中面へ 
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こんなことを学びます！ 
高齢社会を取り巻く身近な問題や、生きがいづくり、社会参画な
ど生涯現役のための自己の新しい生き方を学びます。 

回 日時 内容 場所 

１ 
１０月 １日（木） 
１4時～１6時 

開講式  
【記念講演】笑いと涙、絆の力！ 
      福寿への生活リズム健康法 
講師：田中 秀樹 氏 
 （広島国際大学健康科学部 学部長） 

東広島商工会
議所会館文化
ホール 

２ 
１０月１５日（木） 
１０時～１２時 

SDGｓ カードゲームから学ぶ 
東広島商工会
議所会館文化
ホール 

３ 
１０月２９日（木） 
１０時～１１時３０分 

支えあいの地域づくり 
くらら 
小ホール 

４ 
１１月１２日（木） 
１０時～１１時３０分 

世界の問題について考えるワーク・ 
民族衣装、楽器体験など 

JICA中国 

５ 
１１月２６日（木） 
１０時～１１時３０分 

金融犯罪・トラブルを防ぐ 
くらら 
小ホール 

６ 
１２月１０日（木） 
１０時～１１時３０分 

（仮）実践者は語る 
くらら 
小ホール 

7 
１２月１９日（土） 
１４時～１６時 

【特別講演】 
シニアライフを満喫するために 
講師：清川 徹 氏  
 （NHK広島放送局アナウンサー） 

東広島商工会
議所会館文化
ホール１・２ 

８ 
 １月１４日（木） 
１０時～１１時３０分 

救急救命講習 
（AED・VR避難体験） 

東広島消防署 

９ 
 １月２８日（木） 
１０時～１１時３０分 

これからの地域つくり 
くらら 
小ホール 

１０ 
 ２月 ４日（木） 
１4時～１6時 

修了認定及び閉校式 
【記念講演】（仮）人生百歳を生きる 
講師：山内 𠮷治 氏 
 （東広島熟年大学学長） 

東広島商工会
議所会館文化
ホール 

※東広島芸術文化ホールくらら（略称くらら）がメイン会場となります。 69



こんなことを学びます！ 

実際に身体を動かしながら、健康寿命を延ばし、身体の衰えに備
えるための方法を学びます。 
 

回 日時 内容 場所 

１ 
１０月 １日（木） 
１4時～１6時 

開講式  
【記念講演】笑いと涙、絆の力！ 
      福寿への生活リズム健康法 
講師：田中 秀樹 氏 
 （広島国際大学健康科学部 学部長） 

東広島商工会
議所会館文化
ホール 

２ 
１０月１５日（木） 
１４時～１５時３０分 

食べる幸せ～歯が命～ 
東広島商工会
議所会館文化
ホール 

３ 
１０月２９日（木） 
１4時～１5時３０分 

高齢者新体力テスト 
東広島運動公
園サブアリー
ナ 

４ 
１１月１２日（木） 
１4時～１5時３０分 

パラスポーツ体験「ボッチャ」 
おりづる体育
館 

５ 
１１月２６日（木） 
１4時～16時 

愉快なウォーキング 憩いの森公園 

６ 
１２月１０日（木） 
14時～１5時３０分 

ACP（人生会議） 
くらら 
小ホール 

7 
１２月１９日（土） 
１４時～１６時 

【特別講演】 
シニアライフを満喫するために 
講師：清川 徹 氏  
 （NHK広島放送局アナウンサー） 

東広島商工会
議所会館文化
ホール１・２ 

８ 
 １月１４日（木） 
１4時～１5時３０分 

筋トレ健康体操体験 
東広島運動公
園体育館 

９ 
 １月２８日（木） 
１4時～１5時３０分 

これからの地域つくり 
くらら 
小ホール 

１０ 
 ２月 ４日（木） 
１4時～１6時 

修了認定及び閉校式 
【記念講演】（仮）人生百歳を生きる 
講師：山内 𠮷治 氏 
 （東広島熟年大学学長） 

東広島商工会
議所会館文化
ホール 
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募集要項 
 
１ 講座の種類：①人間・生活専攻コース 
         ②健康・スポーツ専攻コース 
   
２ 対象：東広島市に住む６５歳以上（令和２年４月２日現在） 
 
３ 定員：各コース３０人（抽選） 
 
４ 申込方法：裏面の申込用紙にご記入のうえ、郵送または電話、FAXでお申 
       込みください。 
 
５ 申込期間：令和2年8月3日（月）～令和2年9月16日（水）必着 
 
６ その他  
  （１）修了認定は全１０回のうち、５回の出席を必要とします。 
 
  （２）講座修了後は、「熟年マイスター」の称号を授与します。 
 
  （３）修了認定を受けた方は、次年度に別コースを受講することができま 
     す。次年度に同じコースを受講することはできません。 
 
  （４）同時に複数のコースを受講することはできません。 
 
７ 申込・問い合わせ先：東広島市教育委員会生涯学習課 
           （〒７３９－８６０１ 東広島市西条栄町８－２９） 
            電話（０８２）４２０－０９７９ 
            FAX（０８２）４２２－１６１０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東広島市公認マスコットキャラクター「のん太」 
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ふりがな 
お名前 
年齢 
         歳（令和2年4月2日現在） 
住所 
〒 
電話番号 
（     ）      ― 
希望講座 
●希望する講座どちらか１つに○をつけてくださ
い。 
①人間・生活専攻コース （    ） 
②健康・スポーツ専攻コース（    ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふりがな 

お名前 

年齢          歳（令和2年4月2日現在） 

住所 

〒 

電話番号 （     ）      ― 

希望講座 

●希望する講座どちらか１つに○をつけてください。 

 
①人間・生活専攻コース  （    ） 
 
②健康・スポーツ専攻コース（    ） 

備考 

●留意点やご要望があればご記入ください。 

東広島熟年マイスター教育講座 申込用紙 
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東広島市公認マスコットキャラクター「のん太」 
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「東広島熟年マイスター教育講座」の実施について 

 

１ 案の要旨 

  人生１００年時代を見据え、高齢者（６５歳以上）を対象に、「老い」を生き抜くために必要な知

識を学ぶ「第二の義務教育」として、「東広島熟年マイスター教育講座」を実施しようとするもの。 

 

２ 開催の目的 

  我が国は超高齢化社会に突入し、人生のうちの長い期間、「老い」を生きてゆく人々が確実に増加

している。これまでの「老い」の人生は、自己防衛、自己責任等、自己完結型に頼っていたが、これ

からは「老い」を生き抜くために必要となる基礎的な知識や技能を学び、自己を高めるとともに、地

域社会に貢献できる人間像が求められる。 

そのため、本講座は、これまでの一般成人対象の講座に加え、高齢者に限定した認知症予防、特殊

詐欺対策をはじめとした現代的課題や、本市の福祉制度、地域づくり、幸せづくりや健康課題など、

「老い」の特性を生かす学びを展開していく。 

このように「老い」を体系的に学ぶ活動に参加することで、自らの生きがいを創造するとともに、

それぞれの地域での新たな縁の創出、高齢期の孤立化防止に資する。 

 

３ 講座の位置付け 

本講座は、昨年度策定した「東広島市生涯学習推進計画」の基本施策（１）「豊かな学びへの支援」、

施策の方針①「現代的・社会的課題に対応した学習機会の提供」の「人生１００年時代を見据え、高

齢者を対象とした講座の展開」の具体的事業とする。 

 

４ 講座の概要 

（１）講座名及び内容 

 「東広島熟年マイスター教育講座」 ※マイスター：ドイツ語で親方、名人という意味 

（２）講座種別 

老いを生きるために、老いの基礎・基本を体系的に学び、実践に生かせるものとする。 

ア 「人間・生活専攻コース」 

   高齢者に身近な課題をはじめとした教養講座に加え、地域コミュニティへの主体的な参加の

促進を図る 

イ 「健康・スポーツ専攻コース」 

健康寿命を延ばし、身体の衰えに備えるための方法を学ぶ 

（３）講座開催時間及び回数等 

両コースとも、１講座（９０～１２０分）の１０回の連続講座（令和２年１０月～令和３年２月

までの原則、隔週木曜日、定員３０名） 

（４）講座の開催場所 

   原則、東広島芸術文化ホールくらら（中央生涯学習センター）を拠点とし、カリキュラムの内容

に応じ、関連施設及びフィールドワークで実施する。 

※カリキュラムの全体概要及び日程等については、別紙参照。 
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令和２年度広島県立生涯学習センター調査研究 

「市町における生涯学習振興・社会教育行政の現状と課題に関する実態調査」 

 

（１）活動主体（チーム）について 

①チーム名 

（呼称） 

           

府中町家庭教育支援チーム 

（呼称：くすのき） 

URL：http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp 

②活動拠点 安芸府中生涯学習センター くすのきプラザ 

③活動範囲 町内全域 

④組織体制 

１５１人 

 

コーディネーター ６人 

・教育委員１人 ・主任児童委員１人  

・人権擁護委員１人 ・社会教育委員１人 

・公民館運営審議員１人 ・元教員１人 

ファシリテーター １５１人（コーディネーター６人を含む） 

・教育委員１人 ・人権擁護委員１人 ・社会教育委員２人  

・民生委員 児童委員４人 ・学校支援地域本部コーディネーター３人 

・子育て支援センター保育士４人・放課後子供教室ボランティア１０人・ＰＴ

Ａ役員１５人・町職員３５人・その他７６人 

⑤活動開始年度 平成２４年度 

⑥問合せ先 

【公表可能な連絡先】 

（部署・氏名等）府中町教育委員会事務局社会教育課  

（TEL）082-286-3272 （E-mail）syakaikyouikuka@town.fuchu.hiroshima.jp 
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（２）活動内容について 

①活動形

態 

（複数チェッ

ク可能） 

☑保護者等への学びの場の提供 

☑保護者等への地域の居場所づくり 

☑アウトリーチ型家庭教育支援（※保護者の居場所に出向いて届ける支援） 

    □自宅に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

    ☑保育所・幼稚園・学校等に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

    ☑その他の保護者に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

☑その他（児童センターでの子育て相談、乳幼児健診等での託児、不登校児童生徒

の親の支援） 

②活動対

象 

☑乳幼児 ☑小学生（低学年） ☑小学生（中学年） ☑小学生（高学年） 

☑中学生 ☑高校生以上     

の子供を持つ保護者に対する活動を実施 

③活動内

容 

【具体的な活動内容】 

１．「『親の力』をまなびあう学習プログラム」（通称 親プロ）を活用した出前講座 

  ・講座実施機関の開拓 

  ・ファシリテーター（進行役）の養成・ステップアップ研修 

  ・地域課題を踏まえた独自教材の作成 

２．コミュニティ・スクール導入校での「ヨガ・しゃべり場」 

３．子育て相談(フリートーク) 

４．不登校児童生徒の保護者の支援「カフェ くすのき」 「親どうしが語り合う会」 

５．託児サービス及び各種研修会の講師等 
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④活動の

成果 

（活動実績

がある 

場合） 

１．「『親の力』をまなびあう学習プログラム」（通称 親プロ）を活用した出前講座 

・講座実施機関の開拓 

 

 ⇒小中学校との連携や各種団体等への働きかけ等により，年々、講座の実施回数及び受講者数と

もに増加している。（※Ｈ30 は災害の影響等あり） 

 

・ファシリテーター（進行役）養成・ステップアップ研修 
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⇒府中町ホームページへ募集案内の掲載や，チラシの作成等により，Ｈ24 年当時の目標を上回る

ことができた。 

 

・地域課題を踏まえた独自教材の開発 

 

⇒実施後の振り返りや受講者からの意見を反映し，地域にとって重要なテーマの教材を生み出す 

ことができている。 

 

２．コミュニティ・スクール導入校での「ヨガ・しゃべり場」 

 

 

 

 

 

 

 

   

ヨ
ガ
後
、
し
ゃ
べ
り
場

（月
１
回
） 
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 ⇒認知度が高まり，参加者が増えた。また，参加者からは「小学校へあがる不安が解消された」など 

の声が聞かれた。 

 

３．子育て相談(フリートーク) 

  

⇒認知度が高まり，参加者が増えた。また，参加者からは「ちょっとした心配ごとを聴いてもらえて 

うれしい」などの声が聞かれた。 

 

４．不登校児童生徒の保護者の支援「カフェ くすのき」「親どうしが語り合う会」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⇒回数を重ねることで繋がりができ、定期的に参加してくれるようになった。保護者の皆さんの要望

にお応えし、 講演会を開催することができた。 

「親どうしが語り合う会」 

令和元年６月から開始（月１回） 

支え合い、励まし合えるような交流

会や、不登校について勉強できるよ

うな学びの会。保護者の皆さんのお

声に基づき、講師を招いたり、講演

会を開催している。 

 

 

 

 

 

 

「カフェ くすのき」 

平成２９年１１月から開始 

（親子で参加できる） 

手芸・工作・カラーセラピー・ア

ロマセラピー後、お茶を飲みな

がら話す会。 

自然と自分の悩みや気にかか

ることを皆さんに話し、共感し

て聴いてもらったりしている。 

 

 

 

南北の児童センターを訪問して子育

て相談（月１回程度） 

（グループカウンセリングの様子） 
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５．託児サービス及び各種研修会の講師等 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒託児サービスを行うことで講座等への参加者が増加した。また，各種研修会等の講師等を務める

ことで各種団体との連携が生まれたり，メンバー自身の力量の向上につながっている。 

 

⑤活動財

源 

 

□文部科学省補助事業（事業名：                        ） 

□文部科学省委託事業（事業名：                        ） 

□厚生労働省事業（事業名：                           ） 

□地方公共団体単独事業として実施 

☑特段の予算措置はない（自主的に活動を実施） 

☑その他の支援により活動を実施 

  （イオングループイエローレシートキャンペーン助成） 
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平成３０年度府中町放課後子供教室ボランティア研修会実施要項 

 

 

１ 趣 旨  時代の移り変わりとともに子供の様子も変化している中で、ボランティアとして、 

他人の子供との接し方を学び、教室の安全管理の質の向上を図る 

 

２ 主 催  府中町教育委員会（社会教育課） 

 

３ 日 時  平成３１年 ２月２７日（水） １０：００～１１：３０ 

 

４ 場 所  くすのきプラザ ２階 研修室 

 

５ 対 象  放課後子供教室ボランティア、子供と関わる機会のある職員・関係者 

 

６ 日 程・内 容 

 

７ 申込・問合せ先 

   府中町教育委員会社会教育課 

   〒735-0006 府中町本町一丁目 10-15 

電話 082-286-3272 FAX 082-286-3298 

担当 荒中 

 

 

 

 

時 間 内  容 ・ 講  師 等 

9:30～10：00 受付 

10:00～10:05 開会式（アイスブレイク） 

10:05～11:35 
講演 

説明者：教育センター 特別支援教育・教育相談部 部長 竹野 政彦   

11:35～11:40 閉会式 
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令和元年度第１回府中町放課後子供教室ボランティア研修会実施要項 

 

 

１ 趣 旨  放課後子供教室で児童が取り組んでいる工作を、ボランティアが実際に作成する 

ことで、児童への安全管理や指導の質を向上させること。また、１学期の振り返 

りをグループ形式で共有し合うことで、ボランティア間の交流を図る。 

 

２ 主 催  府中町教育委員会（社会教育課） 

 

３ 日 時  令和元年 ７月２４日（水） １４：００～１６：００ 

 

４ 場 所  くすのきプラザ ２階 研修室 

 

５ 対 象  放課後子供教室ボランティア 

 

６ 日 程・内 容 

 

７ 申込・問合せ先 

   府中町教育委員会社会教育課 

   〒735-0006 府中町本町一丁目 10-15 

電話 082-286-3272 FAX 082-286-3298 

担当 荒中 

 

時 間 内  容 ・ 講  師 等 

13：30～14：00 受付 

14：00～14：15 開会行事（アイスブレイク） 

14：15～15：15 

 

工作研修「ぼんぼんマスコットをつくろう」 

講師：府中町放課後子供教室コーディネーター 松浦 美都子  

 

15：15～15：45 

 

意見交流「ボランティアをして感じたこと、困ったこと、聞いてみたいこと」 

コーディネーター：府中町放課後子供教室コーディネーター 小濱 樹子 

 

15：45～16：00 閉会行事 
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令和元年度第２回府中町放課後子供教室ボランティア研修会実施要項 

 

１ 趣 旨  放課後子供教室事業の目的や動向について学ぶことで、事業の目的を再確認し、 

児童との接し方を見直す機会とする。さらに、工作研修も行い、工作活動の際に、 

児童へ適切な指導を行う力を養う。 

        

２ 主 催  府中町教育委員会（社会教育課） 

 

３ 日 時  令和２年 ３月１９日（木） １０：００～１２：００ 

 

４ 場 所  くすのきプラザ ２階 研修室 

 

５ 対 象  放課後子供教室ボランティア 

 

６ 日 程・内 容 

 

７ 申込・問合せ先 

   府中町教育委員会社会教育課 

   〒735-0006 府中町本町一丁目 10-15 

電話 082-286-3272 FAX 082-286-3298 

担当 荒中 

時 間 内  容 ・ 講  師 等 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：05 開会行事 

10：05～11：05 

・放課後子供教室推進事業における国・県の動向 

・府中町放課後子供教室の現状について   

・意見交流   

休憩（１０分） 

11：15～11：55 

 

工作研修「 マジックカレンダー 」 

講師：府中町放課後子供教室コーディネーター 

 

11：55～12：00 閉会行事 
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 北広島町内小学校 
 

令和元年度の「北広島ふるさと夢プロジェクト」について紹介します!! 

～地域，保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします～ 
 

令和元年度の『北広島ふるさと夢プロジェクト』事業（事業主体－北広島町）が，次の内容で，町内

の小学校５・６年生の児童を対象に実施されます。この事業は，平成 27 年度より始まり今年で５年

目を迎えます。 

５年生の事業（民泊体験～北広島のよさを満喫しよう～）は，町内で民泊を行い北広島町ならではの多様

な体験活動を行い，町の魅力を実感させたり，ふるさとへの愛着心を深めたりし，将来「北広島町に住

みたい，北広島町のために貢献したい」と思える子供の育成を図ることを目的としています。 

６年生の事業（夢と希望を乗せて，ロケットを飛ばそう）は，ロケットの製作・発射という夢のある活

動を行うとともに，講師の植松先生に「思うは招く～夢があればなんでもできる～」という演題で講演を

していただきます。例年，講演は大好評で，先生の生き方に感銘を受ける児童がたくさんいます。 

また，事業を通して全町の同じ学年が同じ体験をすることで，町内に

は多くの友達がいることを実感させるなど，仲間意識を育てることも

ねらいとしています。 

この事業により，北広島町のよさを実感し誇りに思う児童が増え，学

校を越えた友達の輪が広がっている等の成果が出ています。 

プロジェクト事業を実施するにあたっては，箕野町長を応援隊長と

する応援隊が町全体で組織されています。地域の皆様のご理解・ご支援

と温かい見守りを，よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【「お願い」】 
 

 地域の皆様には，応援隊等を通じて事業実施に係る協力のお願い（ボランティア・民泊家庭等）を 

することになります。温かい見守りとともに，ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

北広島ふるさと夢プロジェクト 便り 

令和元年度 北広島ふるさと夢プロジェクト事業 

令和元年 

８ 月 

【ジャガイモの収穫(民泊)】 

【５年－民泊体験～北広島のよさを満喫しよう～】 
 
 町内で民泊をする３泊４日（民泊－２泊）の宿泊体験学

習を実施し，田舎生活，八幡ウォークラリー，アマゴのつ

かみ取り・調理（大暮養魚場）等，町内の自然を生かした

体験活動を行います。 
 
《期日》 学校を３つのグループに分けて実施 
◆９月１７日（火）～２０日（金） 

    ⇒新庄小・八重東小・豊平小 
◆９月２４日（火）～２７日（金）  

⇒芸北小・八重小・壬生小 
◆１０月１５日（火）～１８日（金）  

⇒大朝小・川迫小・本地小 
 

《主な活動内容》 
 ◆１日目－学校に宿泊（授業終了後に活動開始） 
◆２日目－開会式（学校紹介・交流）  

人間関係作り（レクリエーション等） 
      対面式（民泊家庭と） 民泊家庭で田舎生活 

◆３日目－八幡ウォークラリー 民泊家庭で田舎生活 
◆４日目－大暮養魚場でアマゴのつかみ取り・調理 

           お別れ式（民泊家庭と）・閉会式 

 

【６年－夢と希望を乗せて，ロケットを飛ばそう】 
 
今年も，『リアル下町ロケット』で有名になられた植松 

電機 植松努先生に，北海道よりお越しいただきます。 

 夢を大切にする生き方・実現させるための方法につ 

いて，講演をしていただいた後，一人一人がロケット製 

作に挑戦し，発射をさせます。今年も，ロケット発射に 

大歓声が上がることでしょう。 
 

《期日》 １０月２４日(木)  ９：００～１４：００<予定> 
 
《会場》 千代田運動公園（総合体育館） 

 
《主な活動内容》 
◆一人一機のロケットを協力して製作し発射させる。 
◆講演を聴き，夢と感動のある生き方について考え 

る。 
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